
商業登記規則等の⼀部を改正する省令新旧対照条⽂【抜粋】 
 
○商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）（⾚字部分は改正部分） 

改 正 案 現 ⾏ 
（附属書類の閲覧請求） 
第２１条 登記簿の附属書類の閲覧の申請書
 には、請求の⽬的として、閲覧しようとす
 る部分を記載しなければならない。 
２ 前項の申請書には、第１８条第２項各号
 （第三号を除く。）に掲げる事項のほか、次
 に掲げる事項を記載し、申請⼈⼜はその代
 表者若しくは代理⼈が署名し、⼜は押印し
 なければならない。 
 ⼀ 申請⼈の住所 
 ⼆ 代理⼈によって請求するときは、代理
   ⼈の住所 
 三 前項の閲覧しようとする部分について
   利害関係を明らかにする事由 
３ 第１項の申請書には、次に掲げる書⾯を
 添付しなければならない。 

⼀ 申請⼈が法⼈であるときは、当該法⼈
  （当該登記所の管轄区域内に本店若し
  くは主たる事務所を有するもの⼜は前
  項の申請書に会社法⼈等番号を記載し
  たものを除く。）の代表者の資格を証す
  る書⾯ 

 ⼆ 前項第三号の利害関係を証する書⾯ 

（附属書類の閲覧請求） 
第２１条 登記簿の附属書類の閲覧の申請書 
 には、請求の⽬的として、閲覧しようとす 
 る附属書類を記載しなければならない。 
２ 前項の申請書には、利害関係を明らかに 
 する事由を記載し、申請⼈⼜はその代表者 
 若しくは代理⼈が署名し、⼜は押印しなけ 
 ればならない。 
 
 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 

（添付書⾯） 
第６１条 定款の定め⼜は裁判所の許可がな
 ければ登記すべき事項につき無効⼜は取消
 しの原因が存することとなる申請について
 は、申請書に、定款⼜は裁判所の許可書を
 添付しなければならない。 
２ 登記すべき事項につき次の各号に掲げる
 者全員の同意を要する場合には、申請書に、
 当該各号に定める事項を証する書⾯を添付
 しなければならない。 
 ⼀ 株主 株主全員の⽒名⼜は名称及び住
   所並びに各株主が有する株式の数（種
   類株式発⾏会社にあっては、株式の種
   類及び種類ごとの数を含む。次項にお
   いて同じ。）及び議決権の数 
 ⼆ 種類株主 当該種類株主全員の⽒名⼜
   は名称及び住所並びに当該種類株主の

（添付書⾯）
第６１条 （同） 
 
 
 
 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   それぞれが有する当該種類の株式の数
   及び当該種類の株式に係る議決権の数
３ 登記すべき事項につき株主総会⼜は種類
 株主総会の決議を要する場合には、申請書
 に、総株主の議決権（当該決議（会社法第
 ３１９条第⼀項（同法第３２５条において
 準⽤する場合を含む。）の規定により当該決
 議があつたものとみなされる場合を含む。）
 において⾏使することができるものに限 
 る。以下この項において同じ。）の数に対す
 るその有する議決権の数の割合が⾼いこと
 において上位となる株主であって、次に掲
 げる⼈数のうちいずれか少ない⼈数の株主
 の⽒名⼜は名称及び住所、当該株主のそれ
 ぞれが有する株式の数及び議決権の数並び
 に当該株主のそれぞれが有する議決権に係
 る当該割合を証する書⾯を添付しなければ
 ならない。 
 ⼀ １０名 
 ⼆ その有する議決権の数の割合を当該割
 合の多い順に順次加算し、その加算した割
 合が３分の２に達するまでの⼈数 
４〜１１ （略） 

 
（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２〜９（略） 

（準⽤規定）  
第９２条 第６１条第９項及び第６節（第８
 ６条を除く。）の規定は、合同会社について
 準⽤する。この場合において、第８３条及
 び第８４条中「社員」とあるのは、「業務を
 執⾏する社員」と、第８８条の２第１項中
 「社員の加⼊による変更」とあるのは「業
 務を執⾏する社員の加⼊若しくは業務執⾏
 権の付与による変更」と、同項及び同条第
 ２項中「社員、」とあるのは「業務を執⾏す
 る社員、」と読み替えるものとする。 

（準⽤規定）
第９２条 第６１条第７項及び第６節（第８ 
 ６条を除く。）の規定は、合同会社について
 準⽤する。この場合において、第８３条及 
 び第８４条中「社員」とあるのは、「業務を
 執⾏する社員」と、第８８条の２第１項中 
 「社員の加⼊による変更」とあるのは「業 
 務を執⾏する社員の加⼊若しくは業務執⾏ 
 権の付与による変更」と、同項及び同条第 
 ２項中「社員、」とあるのは「業務を執⾏す
 る社員、」と読み替えるものとする。 

（添付書⾯の特則）
第１０３条 （略） 
２ （略） 
３ 第１０１条第１項第⼀号の規定により登
 記の申請をする場合において、申請⼈等が、
 前条第２項の添付書⾯情報として、第６１
 条第７項の就任を承諾したことを証する書
 ⾯に代わるべき情報であって当該就任を承
 諾した者が第３３条の４に定める措置を講
 じたものを送信し、併せて、前条第５項第

（添付書⾯の特則）
第１０３条 （同） 
２ （同） 
３ 第１０１条第１項第⼀号の規定により登 
 記の申請をする場合において、申請⼈等が、
 前条第２項の添付書⾯情報として、第６１ 
 条第５項の就任を承諾したことを証する書 
 ⾯に代わるべき情報であって当該就任を承 
 諾した者が第３３条の４に定める措置を講 
 じたものを送信し、併せて、前条第５項第 



 ⼆号の規定により同条第３項第⼆号⼜は第
 三号に掲げる電⼦証明書を送信したとき 
 は、当該申請については、当該就任を承諾
 した者についての第６１条第７項の規定は
 適⽤しない。 

⼆号の規定により同条第３項第⼆号⼜は第
 三号に掲げる電⼦証明書を送信したとき 
 は、当該申請については、当該就任を承諾 
 した者についての第６１条第５項の規定は 
 適⽤しない。 

 
改正省令案の概要 
① 商業登記規則（昭和３９年法務省令第２３号）第６１条を改正し，登記すべき事項につき 
 株主総会⼜は種類株主総会の決議を要する場合には，申請書に，総株主の議決権の数に対す
 るその有する議決権の数の割合が⾼いことにおいて上位となる⼗名の株主⼜はその有する
 議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し，その加算した割合が３分の２に達する
 までの⼈数の株主の⽒名⼜は名称及び住所，当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決
 権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書⾯の添付を求
 めることとする。 
  登記すべき事項につき，総株主⼜は種類株主全員の同意を要する場合には，株主全て⼜は
 当該種類株主全ての⽒名等を証する書⾯の添付を求めることとする。 
② 同規則第２１条を改正し，附属書類の閲覧の申請⼈に対し，その住所及び閲覧する部分の
 記載を求めるとともに，利害関係を証する書⾯の添付を求めることとする。 
③ ①につき，投資法⼈及び特定⽬的会社についても同様とする。 
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